
様式第４号（第２条関係） 

重 要 事 項 説 明 書 

 

 

１ 訪問看護のしくみ  

 

     受診・往診                 相談・ケアプラン作成 

 

 

 

 

報告・連絡                  報告・連絡 

      相談・指示                  相談・アドバイス 

                        

 訪問看護は、看護師などが家庭訪問して、病気や障がいのために支援を必要とされる方の看護を行

うサービスで、介護保険制度のほか、健康保険制度で利用できる方もいます。 

訪問看護を利用する場合は主治医の指示書が必要です。指示書は訪問看護ステーションに提供され

ます。主治医の治療方針やケアプランに沿って、他のサービスと連携しながら看護を行いますので安

心して在宅療養が続けられます。 

 

２ 訪問看護サービスの内容 

・ 病状・心身の状態の観察、健康管理のアドバイス 

・ 療養生活や看護、介護方法のアドバイス 

・ 食事ケア、水分･栄養管理、排泄ケア、清潔ケア 

・ 内服管理 

・ ターミナルケア 

・ リハビリテーション 

・ 認知症や精神疾患の方の看護 

・ 家族など介護者の支援 

・ 床ずれや創傷の予防や処置 

・ カテーテルなど医療機器の管理 

・ 医師の指示による医療処置 

・ 保健・福祉サービスなどの活用支援 

 

３ 営業日時のご案内 

○ 営 業 日：月曜日から金曜日まで 

○ 営業時間：午前８時３０分から午後５時まで 

○ 休  日：土・日・祝祭日、及び年末１２月２９日～年始１月３日まで 

 

利用者様 

ケアマネジャー 

（健康保険利用を除く） 

 

 訪問看護

師 

主治医 
訪問看護サービス

す 



４ ご利用料金など 

＜医療保険による精神科訪問看護＞ 

精神科訪問看護を利用できる方：精神科を掲げた主治医が、精神科訪問看護の必要を認めた方 

※６５歳以上の介護保険対象者も含む 

※認知症の方は対象外 

 

＜利用料金＞  

該当保険の自己負担割合分 

＜加算等＞ 

該当項目 加算内容 費用額 

 ２４時間対応体制加算 ６，４００円／月 

 特別管理加算 
２，５００円／月 

５，０００円／月 

 退院時共同指導加算 ８，０００円／回 

 退院支援指導加算 ６，０００円／回 

 在宅患者連携指導加算 ３，０００円／月 

 在宅患者緊急時等ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ加算 ２，０００円／回 

 情報提供療養費 １，５００円／月 

 ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ療養費 ２５，０００円／回 

 精神科緊急訪問看護加算 ２，６５０円／回 

 長時間精神科訪問看護加算 ５，２００円／日 

 夜間・早朝訪問看護加算 ２，１００円／回 

 深夜訪問看護加算 ４，２００円／回 

 

 

複数名精神科訪問看護加算 

看護師＋看護師 

 

４，５００円／回 

 

 

 

精神科複数回訪問加算 

２回訪問 

３回以上訪問 

 

４，５００円／日 

８，０００円／日 

※各々、月の該当保険の自己負担割合分 

※訪問看護感染症対策実施加算として、令和３年４月から９月の間、利用料に以下の上乗せ 

となります。 

・ ４月の初日の訪問日に 1,500 円上乗せ 

・ その後、３１回目の訪問日に 50 円上乗せ 

＜超過利用料金＞ 

１時間３０分を超える訪問看護   ３０分ごと           １，５００円／回 

業務時間外・休業日        ３０分ごと          １，５００円／回 

＜交通費＞ 

実施地域内                                        ２５０円／回 

  通常の訪問看護の実施地域を超える場合（自動車使用）  上記料金に加え、超えた

地点から 1 キロメートル当たり 20 円 

＜死後の処置料＞                                ２０，０００円（税別） 



５ ご利用にあたってのお願い  

○保険証や医療受給者証等を確認させていただきます。これらの書類について内容に変更が

生じた場合は、必ずお知らせください。  

○やむを得ず訪問の予定変更を希望される場合は、必ず前日までにご連絡をお願い致します。 

 

６ 緊急時・事故発生時の対応方法  

○利用者の主治医又は協力医療機関への連絡を行い、医師の指示に従います。  

 また下記の緊急連絡先に連絡いたします。  

主治医 

医療機関の名称：  

連絡先： 

医師名： 

協力医療機関  
医療機関の名称：  

連絡先： 

緊急連絡先  
氏名： 

連絡先： 

 

７ 苦情のご相談は  

○当施設ご利用者相談・苦情  

相談担当者  長尾 奈緒子  
電話 ０４９－２５１－６８６８  ８時３０分～１７時  

解決担当者  大澤 千秋  

第三者委員  

山口 由美  電話 ０４８－２６０－７６９６（十文字学園女子大学）  

熊木 佐知男  電話 ０４９－２５４－９７０６  

勝山 祥 電話 ０９０－７１９０－２２７４  

当施設以外に、市町村の相談・苦情窓口等でも受け付けています。  

○市町村 富士見市高齢者福祉課介護保険係  電話 ０４９－２５１－２７１１（代）  

     三芳町健康増進課介護保険係    電話 ０４９－２５８－００１９（代）  

     ふじみ野市高齢福祉課介護支援係  電話 ０４９－２６２－９０３８  

○その他 埼玉県国民健康保険団体連合会   電話 ０４８－８２４－２５６８（代）  

※当事業所において、第三者評価は実施しておりません。必要に応じ、実施を検討予定です。  

                                                                              

８「訪問看護ステーションふじみ」の職員体制  

管理者  大澤 千秋  

  （看護師）常勤   ２名    （看護師）非常勤  ２名  

 

９「訪問看護ステーションふじみ」の沿革  

○平成９年１２月２７日老人保健法に基づく指定を受ける。指令入東福第 1030 号 

○平成１２年４月１日介護保険法の居宅サービス事業者みなし指定事業者となる。  



 

１０ 営業地域  

 富士見市、三芳町、ふじみ野市の全域  

 

１１ 事業者概要  

事業者 

代表者氏名  

社会福祉法人富士見市社会福祉事業団  

板倉 勝男  

事業所名称  訪問看護ステーションふじみ 

指定番号 
医療保険 ２９９００１８  

介護保険 １１６２９９００１８  

事業所の住所  埼玉県富士見市大字鶴馬３３６０番地１  

連絡先 
営業時間内：Tel ０４９－２５１－６８６８  

夜間・休日：Tel ０４９－２５１－１０３０  

最寄の駅 東武東上線「みずほ台駅」東口 徒歩２０分  

  

同  意  書 

令和  年  月  日 

事業者 

  

 当事業者は、利用者に対する訪問看護サービスの提供開始にあたり、ご利用者にサービス  

内容及び重要事項を説明しました。  

＜事業所名称＞ 訪問看護ステーションふじみ              

＜事業所住所＞ 埼玉県富士見市大字鶴馬３３６０番地１             

 

＜説 明 者＞ 氏名               印  

 

ご利用者 

 

 私は、サービス内容及び重要事項について文書に基づいて、事業者から説明を受けまし

た。 

（ご本人）  

   ＜氏 名＞                  印  

   ＜住 所＞                       

(代理人の場合＞  

   ＜氏 名＞                  印  

   ＜住 所＞                       

                                           2021.8 


